
1 

 

社会福祉法人 慈宝会 

心きらきら児童デイサービス事業所 

重要事項説明書 
 

本重要事項説明書は、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約

上ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業所の概要 

事業者名称 
社会福祉法人 慈宝会 

心きらきら児童デイサービス事業所 

事業所番号   ２４５０７０００４８ 

事業所の所在地  
 〒515-2354 

 三重県松阪市嬉野下之庄町字溝端１８番地４ 

電話・ＦＡＸ番号  
 ＴＥＬ ０５９８－４８－２３４５ 

 ＦＡＸ ０５９８－３１－１３２５ 

代表者名   理事長  寳積 己矩子 

法人の設立年月日   平成２２年 ２月 １日 

提供サービスの種類   児童発達支援・放課後等デイサービス 

サービス利用可能地域   松阪市・津市・その他 
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２．事業の目的と運営方針 

事業の目的 
療育を必要とする児童に対し、日常生活における基本動作

等の指導を行い、発達の助長を目的とする。 

運営の方針 

(1) 利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活における

基本的動作と集団生活へ適応訓練、児童の発達に応じた療

育訓練を行う。 

(2) 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・

医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサー

ビスの提供に努めるものとする。 

 

３．開設日及び開設時間 

開 設 日 

月、火、水、木、金、土曜日（第１、第３の土曜日は休み。）

※ただし、国民の祝日に関する法律に規定する日及び夏

期・冬期（日程はその都度提示）は休み 

 サービス提供時間 

療育、訓練 

①  9：00 ～ 12：00    ② 14:00 ～ 17:30 

個別療育 １単位 ６０分 

 利 用 対 象 者 発達障害児 

 利 用 定 員 定員  ２０名 

 

４．事業所の職員体制 

職  種 従事する業務内容 職員数 

管 理 者 

児童発達支援管理責任者 

施設管理業務・業務管理 

サービス管理業務 
１名 

保 育 士 

児童指導員・指導員 

療育指導、機能訓練援助、心の開放と情緒発達

支援、知能・発達検査、発達相談 
１4名 

 

５．事業所が提供するサービスと利用料 

（１）当事業所で提供するサービスの内容は、次のとおりとする。（利用契約書第３条・第４条） 

 

サービス計画の作成 利用者の意向の反映、個別支援計画 

療育指導 
認知感覚、身体運動等の発達不全の改善、基本的生活習慣、コ

ミュニケーション能力や社会性の取得のための援助指導 
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機能訓練援助 
日常生活動作、作業訓練、感覚運動等の訓練援助、言語及び認

知機能等の総合訓練 

心の開放と情緒発達支援 創造活動や音楽療法 

知能・発達検査 指導計画へ反映 

発達相談 乳幼児の子育て、幼稚園や学校の教育相談、卒後の就労相談 

ライフサイクル等の相談 家族に対する援助、指導 

       

「サービス計画」は、市町村が決定した支給量（通所受給者証に記載してありま

す。）と利用者の意向や心身の状況などを踏まえて、具体的なサービス内容や利用者

に対するサービス実施日などを決定しています。「個別支援計画」は、利用者に説明

し、同意をいただくとともに 6ヶ月ごとの見直しを基に計画をたてます。 

 

（２）利用料金 (利用契約書第５条) 

上記に定めるサービスの利用に対して、利用者の保護者は、児童福祉法に定める

所定の利用者負担額（サービス利用料金の１割）及びサービス利用の実費負担額を

事業者にお支払いいただきます。 

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合、又は関係法令改正

の場合はこの限りではありません。 

 

＜利用者負担額の上限について＞ 

通所支援のサービス利用者負担額は、児童福祉法が上限月額を定めています。

そのため、これらのサービスのご利用状況により、当事業所への月々の利用者負

担額は変わることがあります。（ 通所受給者証をご確認ください。） 

 

（３）支払い方法 (利用契約書第５条) 

上記の利用負担額（サービス利用料金の 1 割）を利用月の翌月に一括にて、サ

ービス利用の実費負担額を利用当日に、窓口にて支払いいただきます。 

 

（４）利用の中止、変更、追加 （利用契約書第６条） 

１ 利用者は利用期日において、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たな

サービスの利用を契約支給量の範囲内で追加することができます。この場合には

サービス利用の前日１５時までに事業者に申し出るものとします。 

 

２ 事業者は、前項に基づく利用者からのサービス利用の変更、追加の申し出に対

して、当該利用希望日の利用状況等により利用者の希望する期間にサービスの提

供が出来ない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議を行います。 
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６．サービスの利用に関する注意事項 

（１） 受給者証の確認 

「居住地」及び「支給量」、「利用者負担に関する事項」など「通所受給者証」の

記載内容に変更があった場合は、できるだけ速やかに当事業所にご提示ください。

その際、受給者証の確認コピーをさせていただきます。 

 

（２） 通所の原則 

当事業所への通所は保護者の責任において行うものとします。 

保護者の方についても、具体的な療育方針を身につけていただくため、指導訓練の

場に一緒に参加していただく場合があります。又、指導訓練の場を別室よりビデオ

及び直接参観して覚えていただきます。 

通所においての送迎サービスのご利用については、利用者の保護者の依頼により、

事業所の送迎可能な範囲で、基本的には保護者同伴となります。（送迎サービス料金

をご負担いただきます。） 

 

（３） 設備・備品利用について 

当事業所の設備・備品の利用については、担当職員の同意及び利用申込書に記

入の上で利用してください。 

 

７．事業者の具体的義務 

（１） サービス実施記録について (利用契約書第８条) 

事業者は、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容を記録し、「サ

ービス計画」及び記録については、サービス提供日から５年間保存します。 

 

（２） 利用者の記録や情報の開示について (利用契約書第８条) 

当事業所では、関係法令及び個人情報保護条例に基づいて、利用者の記録や情報

を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要

な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。）  

 

（３） 身体拘束の禁止と虐待防止について (利用契約書第８条) 

事業者は利用者または他の利用者の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除いて、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ないません。また、

事業所は人権の擁護、虐待の防止のため職員に対し研修を実施します。 

 

８．事故と損害賠償 

（１） 事故 (利用契約書第９条) 

事業者は、サービスの提供によって事故が生じた場合には速やかに市町村・利用

者の家族に連絡して必要な措置を講じます。 
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（２） 損害賠償 (利用契約書第９条) 

事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によ

って利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。 

 

（３）その他 

事業者は、サービスの提供以外において生じた事故および損害賠償については、

当事者と協議するものとします。 

９．契約の終了・中途解約・契約解除 

事業者と利用者間の契約については、契約書第10条に記載の各号に基づく契約終

了や第 11条による正当な理由がある場合には利用者からの中途解約ができます。 

その他、契約書第12条に該当する行為を行った場合には利用者からの契約解除がで

きます。また、契約書第 13条に該当する場合は事業者から契約解除ができます。 

10．苦情の受付 

（１）利用者の利用契約に基づくサービスに対する苦情や意見、利用料金の支払いや

手続き等、サービス利用に関する相談は以下の窓口で受付け、苦情解決に努めま

す。 

 

＜ 受付窓口 ＞ 

心きらきら児童デイ

サービス事業所 

受付時間 
月曜日 ～ 土曜日 

9：00 ～17：00 

受付方法 

電話  0598-48-2345 

FAX  0598-31-1325 

面談 心きらきら児童デイサービス事業所 

受付担当者 深見 美鈴 

解決責任者 鈴木 美絵子 

＜ 行政窓口 ＞ 松阪市福祉事務所 

障がい福祉課    電話 0598-53-4059 

津市役所 

障がい福祉課     電話 059-229-3157 

＜ 福祉窓口 ＞ 

 

三重県社会福祉協議会 

三重県福祉サービス運営適正化委員会 

0598－224-8111  e-mail  ansin@miewel.or.jp 

 

 

 

 

mailto:ansin@miewel.or.jp
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（２）苦情解決を公平かつ客観的に図ることができるよう、第三者委員を設置し事業

所内に掲示します。 

 

 

＜第三者委員＞ 

 

 松下 聰 

 

 

福森 實 

 

11．協議事項 

本説明書に定められていない事項に問題が生じた場合には、事業者は利用者と誠

意をもって協議するものとします。 

附 則 

（１）平成２２年 ２月 １日より施行する。 

（２）この説明書の内容に変更・追加・削除が生じた場合は、書面をもって説明し、同

意を得て差し加えるものとする。 

平成２２年 ７月 １日より施行する。 

（３） 平成２３年３月２７日より施行する。 

（４） 平成２４年４月 １日より施行する。 

（５） 平成２５年１０月 １日より施行する。 

（６） 平成２６年４月 １日より施行する。 

（７） 平成２６年５月２４日より施行する。 

（８） 平成２６年１１月２９日より施行する。 

（９） 平成２７年３月２９日より施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

（10）平成２７年５月３０日より施行し、平成２７年５月１日から適用する。 

（11）平成２８年１月２２日より施行する。 

（12）平成２８年５月２９日より施行する。 

（13）平成２９年３月２７日より施行する。 

（14）平成３０年１１月 １日より施行する。 

 （15）平成３１年３月２９日より施行する。 

（16）令和 元年 ６月１５日より施行する。 

（17）令和 元年 ７月 ２日より施行する。 

（18）令和 ２年  ４月 １日より施行する。 

（19）令和 ３年 ４月 １日より施行する。 

（20）令和 ４年 ４ 月 １日より施行する。 

（21）令和 ５年 ４月 １日より施行する。 
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（２２）令和 ５年 １０月２８日より施行する。 

（２３）令和 ７年 ４月 1日より施行する。 

（２４）令和 ７年 ５月 1日より施行する。 
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事項説明書・個人情報に関する同意書 

 

事業者はサービスの提供開始にあたり、利用者に対して重要事項を説明しました。 

 

                             年   月   日 

           

          事業者   

所在地  三重県松阪市嬉野下之庄町字溝端１８番地４ 

名  称   社会福祉法人 慈宝会 

  心きらきら児童デイサービス事業所    

 

説明者  氏名                  印  

                 

  

利用者および保護者は、本書面により事業者からサービスについての重要事項の説

明を受け内容に同意します。 

また、同時に利用者および家族等の個人情報を、サービス担当者会議の開催又は関

係サービス従業者の連携を図るなど、正当な理由がある場合、その情報を用いること

にも同意します。 

 

利用者 

住 所   〒 

 

                     

 

氏 名    

（ 保護者 ）                       印  

                      

（ 利用者 ）                         

 


